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平
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
い
わ
ゆ
る
足
利
事
件
に
つ
い
て
の
検
察
庁
に
よ
る
謝
罪
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
い
わ
ゆ
る
足
利
事
件
に
つ
い
て
の
検
察
庁
に
よ
る
謝
罪
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
三
八
号
。
以
下
「
前
回
答

弁
書
」
と
い
う
。
）
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
法
務
大
臣
は
、
検
事
総
長
を
含
む
検
察
官
の
事
務
に
関
し
検
察
官
を
一
般

に
指
揮
監
督
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
森
法
務
大
臣
は
、
法
務
省
の
長
と
し
て
、
検
察
官
を
適
切
に
指
揮
監
督
し

て
い
る
。

四
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
検
事
総
長
の
任
命
は
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

一
号
）
等
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。


